
尖
閣
列
島
問
題
に
か
ん
す
る
日
本
共
産
党
の
見
解

一
九
七
二
年
二
月
二
十

一
日

「
赤
旗
」

日
本
共
産
党
は

一
九
七
二
年
二
月
二
十
日
、

「尖
閣
列
島
闘
題
に
か
ん
す
る

日
本
共
産
党
の
見
解
」
を
ま
と
め
、

西
沢
富
夫
常
任
幹
部
会
委
員
が
記
者
会
見

し
て
こ
れ
を
発
表
し
ま
し
た
。

一
、

近
年
、

尖
閣
列
島
地
域
の
海
底
油
田
問
題
が
い
ろ
い
ろ
取
り
ざ
た
さ
れ
る
な
か
で
、

台
湾
の
薦
介
石
の
側
か

ら
、

つ
い
で
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
側
か
ら
、

に
わ
か
に
尖
閣
列
島
の
帰
属
問
題
が
も
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。

沖
縄

の
立
法
院
は
二
月
二
日
の
本
会
議
で
、

「
尖
閣
列
島
が

日
本
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
っ
て
、

領
土

権
を
争
う
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
」
む
ね
を
決
議
し
た
。

わ
が
党
は
こ
の
主
張
を
妥
当
な
も
の
と
考
え
て
き
た
が
、

こ
の
時
点
で
、　
あ
ら
た
め
て
わ
が
党
の
尖
閣
列
島
問
題
で
の
見
解
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

わ
が
党
は
か
ね
て
か

ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

歴
史
的
経
過
や
国
際
法
上
の
諸
関
係
な
ど
に
わ
た
っ
て
調
査
、一

研
究
を
す
す
め
て
き

た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

尖
閣
列
島
が
日
本
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

二
、

尖
閣
列
島
に
つ
い
て
の
記
録
は
、

ふ
る
く
か
ら
、

沖
縄
を
ふ
く
む
露
本
の
文
献
に
も
、

中
国
の
文
献
に
も
、



い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
側
も
中
国
側
も
、

い
ず
れ
の
国
の
住
民
も
定
住
し
た
こ
と
の
な
い
無
人
島
で

あ
っ
た
尖
閣
列
島
を
自
分
に
属
す
る
も
の
と
は
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

日
本
人
高
賀
辰
四
郎
氏
が
、

尖
閣
列
島
中
の
魚
釣
島
を

一
八
八
四
年

（明
治
十
七
年
）
に
は
じ
め
て
探
検
し
い
翌
八

五
年
に
日
本
政
府
に
こ
れ
ら
の
島
の
貸
与
願
い
を
申
講
し
た
。

領
有
と
い
う
点
で
は
、　

一
八
九
五
年

（明
治
一一十
八

年
）
一
月
に
日
本
政
府
が
魚
釣
島
一、
久
場
島
を
沖
縄
県
の
所
轄
と
す
る
こ
と
を
き
あ
、

翌
九
末
年
四
月
に
尖
閣
列
島

を
八
重
由
郡
に
編
入
し
て
、

国
有
地
に
指
定
し
た
。

歴
史
的
に
は
、
こ
の
措
置
が
尖
閣
列
島
に
た
い
す
る
最
初
の
領

有
行
為
で
あ
り
、

そ
れ
以
後
由
本
の
実
効
的
支
配
が
つ
づ
い
て
き
た
。
こ
れ
が
、

国
際
法
上

「
先
占
」
に
も
と
づ
く

取
得
お
よ
び
実
効
的
支
配
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、　

一
九
七
〇
年
ま
で
の
七
十
二
年
間
、

外
国
か
ら
こ
れ
に
異
議
が

公
式
に
も
ち
だ
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

三
、
こ
の
間
に
、
さ
き
の
首
賀
氏
が

一
八
八
五
年
に
つ
い
で

一
八
九
五
年
に
も
貸
与
願
い
を
再
申
請
し
、

翌

一
八

九
六
年

（明
治
一一十
九
年
）
九
月
に
四
島

（魚
釣
、

久
場
、　

南
小
島
、　

北
小
島
）

の
二
十
年
間
の
無
償
貸
与
を
う
け

た
。
そ
れ
以
来
、

開
拓
労
働
者
が
毎
年
数
十
名
派
遣
さ
れ
、

「
首
賀
村
」

が
久
場
島
に
う
ま
れ
た
。
こ
れ
が
入
び
と

の
最
初
の
居
住
で
あ
る
。

の
ち
魚
釣
島
に
か
つ
お
節
工
場
な
ど
が
つ
く
ら
れ
た

（第
土
次
大
戦
後
は
再
び
無
人
と
な

っ
て
い
る
）。

四
、

尖
閣
列
島
の
領
有
の
明
確
化
は
、
日

・
清
両
国
の
支
配
層
が
朝
鮮
支
配
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た

日
清
戦
争

（
一

八
九
四
！
五
年
）
と
時
期
的
に
重
な
っ
て
い
た
。
こ
の
戦
争
で
日
本
が
勝
ち
、

さ
湾
と
そ
の
付
属
諸
島
、

彦
湖
列
島
な

ど
を
日
本
に
割
譲
さ
せ
た
。
こ
れ
が
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
尖
閣
列
島
は
は

い
っ
て
い
な
か
っ
た
。

交
渉
過
程
で
も
尖
閣
列
島
の
帰
属
問
題
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
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一
九
四
五
年
の
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
、　
カ
イ
ロ
宣
言
お
よ
び
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

に
し
た
が
っ
て
、

ズ
ロ
湾
及
び
彦
湖

島
」
な
ど
略
取
地
域
の
中
国
返
還
が
き
め
ら
れ
た
が
、

そ
の
な
か
に
尖
閣
列
島
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、

中
国
側
も
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
に
尖
閣
列
島
を
要
求
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

五
、　

一
九
四
二
年
以
降
、

尖
閣
列
島
は
沖
縄
の

一
部
と
し
て
ア
メ
リ
カ
帯
国
主
義
の
政
治
的
、

軍
事
鞠
支
配
下
に

お
か
れ
、

列
島
中
の
大
正
島

（赤
尾
礁
――
せ
き
び
し
ま

β
ｌｌ
ま
た
は
久
米
赤
島
）
お
よ
び
久
場
島

（黄
尾
礁
期
こ
ぅ
び

し
ょ
う
）
の
面
島
も
米
軍
射
爆
場
に
さ
れ
、　

一
定
の
地
代

（古
賀
氏
の
息
子
の
善
次
氏
へ
の
）
と
ひ
き
か
え
に
、

侵

路
的
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。
日
本
政
府
は
、　

一
九
五

一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
第
三
条
で
、

沖
縄

県
民
の
意
思
と
利
益
を
か
え
り
み
ず
に
、

尖
閣
列
島
を
ふ
く
む
沖
縄
を
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
軍
事
占
領
下
に
ゆ
だ

ね
る
と
い
う
重
大
な
誤
り
を
お
か
し
た
。
さ
ら
に
、

今
回
の

「
沖
縄
協
定
」
で
も
、
自
民
党
政
府
は
沖
縄
県
民
の
意

思
を
じ
ゅ
う
り
ん
し
て
、

尖
閣
列
島
の
久
場
、

大
正
面
島
を
ふ
く
む
沖
縄
県
の
米
軍
事
基
地
の
継
続
保
持
に
同
意
し

て
い
る
。

沖
縄
県
民
を
は
じ
め
と
し
て
日
本
国
民
が
長
期
に
わ
た
っ
て
つ
づ
け
て
き
た
沖
縄
全
面
返
還
闘
争
、
日
本

全
域
か
ら
の
米
軍
事
基
地
轍
去
闘
争
の
課
題
の
な
か
に
、

失
閣
列
島
の
米
軍
射
爆
場
撤
去
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

六
、　

一
九
七
〇
年
以
降
、

台
湾
の
薦
介
石

一
派
が
尖
閣
列
島
の
領
有
権
を
主
張
し
は
じ
め
、

つ
い
で
中
華
人
民
共

和
国
も

一
九
七

一
年
十
二
月
二
十
日
の
外
交
部
声
明
で
領
有
権
を
主
張
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
根
拠

は
な
り
た
ち
が
た
い
。

①
　
中
国
側
の
文
歓
に
も
、

中
国
の
住
民
が
歴
史
的
に
尖
閣
列
島
に
居
住
し
た
と
の
記
録
は
な
い
。

明
国
や
清
国

が
条
閣
列
島
の
領
有
を
国
際
的
に
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
も
な
い
。

尖
閣
列
島
は

「
明
朝
の
海
上
防
衛
区
域
に
ふ
く

尖閣列島闘題にかんする日本共産党の見解
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ま
れ
て
い
た
」
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
領
有
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。

②
　
中
国
側
が
尖
閣
列
島
の
日
本
領
有
に
歴
史
的
に
異
議
を
申
し
た
て
た
先
例
は
な
い
。

③
　
従
来
の
中
華
人
民
業
和
国
発
行
の
全
中
国
の
地
図

（た
と
え
ば
、　

一
九
六
六
年
、

北
京
地
図
出
版
社
刊
）
に

も
、

尖
閣
列
島
の
記
載
は
み
ら
れ

な
い
し
、
台
湾
省
図
に
も
尖
閣
列
島
は
は
い
っ
て
い
な
い
。
ま
た
尖
閣
列
島
の
地

子

理
的
位
置
、

経
度

（東
経
百
三
十
二

・
四
度
な
い
し
百
二
十
五
度
の
闘
）
は
、

中
国
の
地
図
に
レ
め
さ
れ
た

「
領
海
」

外
に
あ
る
。

④
　
尖
閣
列
島
が
、

い
わ
ゆ
る

「
中
国
の
大
陸
綱
」
の
先
端
に
位
置
す
る
こ
と
を

「
中
国
領
」
の
論
拠
の

一
つ
に

す
る
向
き
も
あ
る
が
、

水
深
二
百
メ
ー
ト
ル
を
基
準
と
し
た
い
わ
ゆ
る

「
大
陸
棚
」
論
は
、

海
底
資
源
に
か
ん
す
る

説
で
あ
っ
て
、

海
上
の
島
の
領
有
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

七
、

尖
閣
列
島
の
日
本
婦
属
は
、

以
上
の
諸
点
か
ら
も
明
確
で
あ
る
。
こ
の
地
を
射
爆
場
と
し
て
侵
賂
的
軍
事
的

目
的
に
利
用
し
つ
づ
け
て
き
た
ア
メ
リ
カ
は
、

「
沖
縄
協
定
」

発
効
後
も
ひ
き
っ
づ
き
こ
れ
を

保
持
し
よ
う
と
し
て

い
る
”
わ
れ
わ
れ
は
、

久
場
、

大
正
面
島
の
米
軍
射
爆
場
を
撤
去
さ
せ
、

尖
閣
列
島
が
平
和
な
島
と
な
る
こ
と
を
要

求
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ャ

写
真
樹
中
国
の
地
図

（三
〇

一
輩
）
も
、

藩

一
派
の
地
図

（三
〇
二
琴
）

も
、

尖
閣
列
島
が
日
本
列
島
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



尖閣rlj島瀬題にかんする日本共産党の見解

欝簿
一

済

”

一
九
六
六
年
四
月
作
製
の
中
国
地
図

（ｘ
印
が
尖
閣
列
島
の
位
置
）

3θ王
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